
の
中
期
収
支
の
見
通
し
は
。

ま
た
新
市
建
設
計
画
を
見
直

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答

計
画
は
実
現
す
る
方
向
に

持
っ
て
い
く
た
め
、
自
主
財
源

比
率
、
経
常
収
支
比
率
を
下
げ

中
長
期
的
に
健
全
な
財
政
運
営

に
努
力
し
て
い
く
。
18
年
度
の

早
い
時
期
に
事
業
規
模
、
内
容

実
施
年
度
に
つ
い
て
の
計
画
を

策
定
す
る
考
え
で
あ
る
。

安
代
小
学
校
プ
ー
ル
整
備
工

事
は
順
調
に
進
ん
で
い
る
か

問

工
程
会
議
も
で
き
ず
、
資

材
も
順
調
に
入
ら
な
い
状
況

で
、
建
設
計
画
通
り
工
事
が
進

ん
で
い
る
か
。

答

進
捗
率
が
22
パ
ー
セ
ン
ト

で
工
事
が
若
干
遅
れ
て
い
る
。

現
場
が
動
い
て
い
な
い
の
で
、

至
急
、
業
者
に
確
認
し
な
が
ら

進
め
た
い
。
資
材
が
入
っ
て
く

れ
ば
、
工
期
内
に
完
了
で
き
る

と
考
え
て
い
る
。

松
久
保
線
工
事
費
を

繰※

越
明
許
し
た
理
由

問

松
久
保
線
工
事
費
を
繰
越

明
許
し
た
理
由
は
何
か
。
ま
た

工
期
も
示
さ
れ
て
い
る
の
で
予

定
ど
お
り
進
む
の
か
。

答

橋
げ
た
の
設
計
事
務
が
遅

れ
て
い
る
。
工
事
延
長
１
４
４

メ
ー
ト
ル
、
う
ち
橋
梁
延
長

36
・
７
メ
ー
ト
ル
に
つ
い
て
一

括
し
て
発
注
し
た
い
。

旧
橋
の
解
体
を
含
め
て
19
年

度
で
全
事
業
が
終
わ
る
予
定
で

は
あ
る
が
、
18
年
の
秋
口
ぐ
ら

い
に
完
了
で
き
る
と
考
え
て
い

る
。玉

山
村
の
組
合
脱
退

問

盛
岡
北
部
行
政
事
務
組
合

か
ら
玉
山
村
が
脱
退
す
る
が
、

介
護
保
険
事
業
の
財
産
処
分
は

い
か
に
。

答

什
器
、
備
品
の
扱
い
に
つ

い
て
早
急
に
調
査
、
検
討
す
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

セ
ン
タ
ー
条
例

問

休
館
日
の
設
定
は
、
利
用

の
多
い
日
曜
日
、
祝
日
を
除
い

た
ら
ど
う
か
。

答

旧
町
村
の
運
営
方
法
に
合

わ
せ
て
条
例
が
つ
く
ら
れ
て
お

り
、
18
年
度
か
ら
統
一
し
た
も

の
に
検
討
し
た
い
。

問

使
用
料
の
一
定
基
準
が
あ

る
の
か
。

答

整
合
性
を
図
っ
て
定
め
た

い
。

問

指
定
管
理
者
制
度
導
入
の

た
め
の
条
例
制
定
に
関
し
、
選

定
段
階
に
お
い
て
候
補
者
の
情

報
は
公
開
す
る
の
か
。

答

内
容
を
す
べ
て
公
開
す
る

か
ど
う
か
の
段
階
ま
で
詰
め
て

い
な
い
。

問

施
設
へ
の
賠
償
問
題
が
発

生
し
た
場
合
の
対
処
は
。

答

指
定
管
理
者
の
公
の
施
設

営
造
物
の
設
置
管
理
の
暇か

疵し

は
、
利
用
者
に
損
害
を
与
え
た

場
合
に
は
市
が
責
任
を
負
う
こ

と
に
な
る
。
指
定
管
理
者
に
は

市
と
し
て
賠
償
請
求
権
が
出
て

く
る
。

問

指
定
管
理
者
制
度
の
公
共

施
設
の
対
象
範
囲
は
。

答

個
別
案
件
ご
と
に
順
次
条

例
改
正
に
お
い
て
公
表
し
て
い

く
。

ふ
る
さ
と
振
興
公
社
お
よ
び
八
幡

平
温
泉
開
発
の
経
営
は
正
常
か

問

ふ
る
さ
と
振
興
公
社
と
八

幡
平
温
泉
開
発
の
経
営
を
正
常

に
戻
す
べ
き
だ
。
再
建
計
画
お

よ
び
役
員
視
察
な
ど
、
実
態
が

異
常
で
は
な
い
の
か
。

答

赤
字
が
累
積
し
、
合
併
後

も
赤
字
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

新
体
制
が
整
う
の
に
時
間
を

要
し
た
。
是
正
す
べ
き
は
是
正

し
改
善
す
べ
き
で
あ
る
。
取
締

役
会
を
開
催
し
、
役
員
の
改
選

も
含
め
た
事
業
計
画
の
見
直
し

や
再
建
策
を
徹
底
し
て
取
り
組

ん
で
い
く
。

財
政
収
支
、
建
設
計
画
を

見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か

問

国
の
動
き
が
早
く
、
県
も

見
直
し
を
し
て
い
る
。
市
財
政

本格的にスタート指定管理者制度
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本格的にスタート指定管理者制度
市
議
会
12
月
定
例
会
は
、
去
る
12
月
15
日
か
ら
22
日
ま
で
の
８
日
間
西
根
地
区
市

民
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
議
案
審
議
は
、
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
手

続
き
条
例
、
市
立
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
制
定
な
ど
６
議
案
、
一

般
会
計
お
よ
び
５
特
別
会
計
の
補
正
予
算
が
提
案
さ
れ
、
全
議
案
が
原
案
の
通
り
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
議
会
制
度
改
革
の
早
期
実
現
に
関
す
る
議
員
発
議
案
ほ
か
２
件
が
提
案
さ

れ
、
全
会
一
致
で
可
決
し
関
係
機
関
に
意
見
書
を
送
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

12月定例
会

公の施設の管理代行を法人その他の団体に行わせようとするもので、その対象には民間事業者などが広く含まれます。
平成15年９月に地方自治法の一部が改正され、公の施設の管理方法が指定管理者制度に移行されることになりました。こ

れまで公の施設の管理は、適切な管理を図る観点から、公共的団体に委託先が限定されてきました。しかし、住民のニーズ
への対応には、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用することが有効と考えられ、住民サービスの向上とともに経費の
削減などを図る目的で指定管理者制度が作られました。

メモ

※指定管理者制度とは

制度適用の第１号「いこいの村岩手」体育館

春の完成を目ざして進む安代小のプール建設現場(市内清水地区)

当該年度内に支出を終わらない見込み
があるものについて、翌年度に限り予
算を繰り越して使用することです。

メモ

※繰越明許とは

指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て

※




